
10月１日から「熊本県 自転車安全利用条例※」改正により
自転車保険の加入が義務化されます。

事故を起こさないために

Q どんな自転車保険があるの？
A

自転車安全利用五則を守ろう！

「自転車損害保険」等に
加入しているか確認しましょう

９月21日（火）～30日（木）は
秋の交通安全運動期間です

※正式名称「熊本県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」

秋口の日没時間の急激な早まりによって、例年この時期は交通事故の件数が増加します。
秋の全国交通安全運動を通して、交通ルールを再確認し、交通事故を未然に防ぎましょう。

保険に

加入して
いるか

確認して
みよう！

10月１日
には

義務化
だよ！

万が一
に

備えよう
！

A
「自転車保険」等の
名称で販売されて
いる保険

1自転車は、車道が原則歩道は例外

◎TSマーク付帯保険とは

B 自動車保険（特約） C 火災保険（特約）

E クレジットカード
などの付帯保険 H TSマーク付帯保険

個人賠償責任保険に加入、または自転車に点検日から１年以内のTSマークが貼られていますか？

すでに「自転車保険」に
加入しています。

（保険期間が切れていないか注意ください）

加入の保険会社・共済に
お問い合わせください。

（未加入の場合は保険への加入が必要です）

「自転車損害賠償保険」等
への加入が必要です。

F 会社等の団体保険 G PTA保険

D 損害保険（特約）

（生活安全課　☎096-328-2397）（交通政策課 自転車利用推進室　☎096-328-2259）

　道路横断中の歩行者
事故が多発していま
す。交差点では信号を
守るとともに、横断歩道
でも走行車両がないこ
とを確認してから渡りま
しょう。

子どもと高齢者を
始めとする歩行者の
安全確保

　自動車や自転車の早
めのライト点灯を心掛
けましょう。また、横断歩
道は歩行者優先のた
め、運転者には横断歩
道手前での減速・停止
義務があります。

夕暮れ時と夜間の
事故防止と歩行者等
の保護など安全運転
意識の向上

　自転車にも交通
ルールがあります。
自転車安全利用五則
を守りましょう。

自転車の安全確保
と交通ルール順守
の徹底

　飲酒運転やあおり運
転(妨害運転)は、極め
て悪質・危険な行為で
す。「飲酒運転を絶対に
しない、させない」とい
う強い気持ちを持つと
ともに、運転時は「思い
やり・ゆずり合い」の気
持ちを心掛けましょう。

飲酒運転等の
悪質・危険な
運転の根絶

【罰則】３カ月以下の懲役または５万円以下の罰金

4安全ルールを守る

他にも、こんな行為はダメ！

運動の重点ポイント

加入状況の確認フロー

自転車を運転中の
イヤホン・ヘッドホンの使用

自転車を運転中の
携帯電話の使用

傘さし運転など

飲酒運転禁止

【罰則】５年以下の懲役または100万円以下の罰金

二人乗り・並進は禁止

【罰則】２万円以下の罰金または科料

夜間はライトを点灯

【罰則】５万円以下の罰金

交差点での信号順守と
一時停止・安全確認

【罰則】３カ月以下の懲役または５万円以下の罰金

2車道は左側を通行
　13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な方
は、安全確保のためやむを得ない場合は歩道通行（徐行）が認め
られています。

【罰則】３カ月以下の懲役または５万円以下の罰金

3歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
　歩道では、すぐに停止できる速度で
徐行し、歩行者の通行を妨げる場合
は一時停止しなければなりません。

自転車も車と同じ左側通行です。

5子どもはヘルメットを着用
大人も安全のため着用しましょう！

　児童・幼児の保護責任
者は、ヘルメットを被らせ
るようにしましょう。

　自転車交通事故の被害を軽
減するためには、頭部を守るこ
とが重要です。正しく着用し、万
が一に備えましょう。

【罰則】２万円以下の罰金または科料

※TSマークの有効期限を過ぎた場合は、自転車安全整備店で点検確認を行いましょう。
※TSマークの色によって賠償責任の補償限度額が異なります。(赤１億円、青1,000万円)

TSマークは、自転車安全整備店で、点検した安全な自転車に貼るシールです。
点検日から１年以内の自転車事故での賠償責任が補償されます。

自転車利用者向け保険だけでなく、下記のように多くの種類があります。

Q どうして義務化されるの？

全国での高額賠償例

9,521万円
歩行者後遺障害（女性62歳）
小学生による無灯火
神戸地裁 平成25年7月判決

A 全国で自転車利用中の事故による高額な損害賠償の請求事例が発生しています。
自転車利用者が損害賠償責任を負った場合の経済的負担の軽減と、被害者の保護を図るためです。

1

2

わからない

わからない

はい

はい いいえ

いいえ上記A～Gのいずれかの保険に加入しており、
個人賠償責任特約が付帯されていますか？

（保険証券等を確認ください）

9,266万円
自転車運転後遺障害（男性24歳）

高校生による通行違反
東京地裁 平成20年6月判決

6,779万円
歩行者死亡（女性38歳）

男性による交差点通行時の衝突
東京地裁 平成15年9月判決

帽子型ヘルメットもありますよ
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　特集 ◎ 2021.9※8月6日現在の情報です。内容が変更となる場合があります。 3


